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論文

日本国内政治過程における領土問題の顕在化
「竹島の日」条例制定過程を事例として

山下達也
（神戸大学大学院）

はじめに

領土をめぐる問題は国際社会では絶えることは
ない。2022 年 2 月から始まったロシアによるウ
クライナ侵攻は全世界に衝撃を与え、私たちはメ
ディアなどを通じて毎日のように目にすることに
なった。

一方、終戦以降、日本でも領土に関わる問題を
3 つ抱えている。そのうち日韓間の領土問題であ
る竹島問題（1）はたびたび外交上の懸案として浮
上している。2012 年には李明博が現職大統領と
して初の竹島上陸を実行し、日本が韓国に対して
国際司法裁判所への付託を提案する事態にまで発
展した。

この竹島問題は、戦後、様々な形で議論されて
きた。議論の争点としては、前近代における島の
認識の有無、1905 年の日本編入の正当性、サン
フランシスコ平和条約での島の取り扱いなどが存
在する（2）。こうした研究の主な対象時期は、前近
代（江戸時代以前）、近代（韓国併合前後の時期）、
1950 年代～ 1960 年代（李承晩ラインの時期）と
なっている。つまり、竹島問題に関する研究は、
竹島をめぐる歴史的事実の解明、もしくは、竹島
の法的位置付けに集中している。

では、領土問題は現代政治の舞台で、なぜ、ど
のように顕在化するのだろうか。こうした歴史学
や国際法学の先行研究が持つ視点では、この問い
に対する明確な答えは得られない。この問いに答
えるためには現代の政治構造や情勢など政治力学
を考察する必要がある。よって、日本国内で領土
問題が顕在化するメカニズムを分析することを本
研究の目的とする。

一般的に領土問題が議題に挙げられるのは、領
土についての位置付けが変化する時と考えられる。
まず、その位置付けが変化する理由として考えら
れるのは、天然資源の発見やその存在の可能性で
ある。例えば、尖閣問題は、天然資源の発見によっ
てその位置付けが変わった事例とされる。1968
年に行われた国連機関の調査で、東シナ海に石油
埋蔵の可能性が指摘されて以降、中国、台湾が尖
閣諸島の領有権を主張し始めた（3）。

しかし、竹島問題に関しては、石油など日本全
体に利益をもたらすような天然資源の存在が取り
上げられているわけでもない。また、たとえ資源
が存在していたとしても、少なくとも、その資源
についての認識が国民全体に広がっているわけで
もない。つまり、竹島問題が顕在化する要因は、
石油などの天然資源、いわゆる巨大な経済的利益
とは考え難い。

では、巨大な経済的利益でないとすると、領土
の位置付けが変化する理由として次に考えられる
のはナショナリズムの高揚である。昨今、領土問
題をナショナリズムの高揚の観点から説明する研
究や言説が多く見られる。

例えば、竹島問題とナショナリズムの関係を
扱った研究として、玄大松（2006; 2015）の議論
がある。玄は、日韓両国におけるメディア言説分
析を通じて、近年の竹島問題の激化は日韓両国の
ナショナリズムの高揚が大きなファクターとなっ
ているとし、そうした領土をめぐって高揚する民
族意識を「領土ナショナリズム」と呼んだ。その
ほかにも、朴裕河（2011）が竹島問題について、
日韓両国の国家主義的な民族意識、すなわち、ナ
ショナリズムが日韓関係を悪化させる火種となっ



日本国内政治過程における領土問題の顕在化   65

ていると指摘したり、北方領土研究を行う岩下明
裕（2016）が、領土をめぐるナショナリズムの高
揚を「領土という病」と呼び、領土とナショナリ
ズムの関連性を論じたりしている。

確かに、様々な研究者が論じてきたように、領
土問題とナショナリズムの関連性は存在し、その
重要性を否定することは困難である（4）。ただ、ど
のような時期に問題が顕在化するのかを具体的に
特定する際、ナショナリズムの高揚だけに着目す
ると説明し切れないケースもある。ここで本稿が
注目するケースは、2005 年に島根県で「竹島の
日」条例が制定され、竹島問題が激化した時期と
したい。

当時の小泉純一郎首相は、国民のナショナリス
ティックな感情を煽り、集票を狙うために靖国神
社参拝の公約などを行った、と言われている。し
かし、この時点において、国民の間で竹島問題の
認知度はそれほど高くはなかったため、たとえ日
本社会でナショナリズムが高揚していたとしても、
小泉によって竹島問題が政治的に利用されること
はなかった。つまり、ナショナリズムが竹島問題
に向いていなかった 2005 年になぜ突然、「竹島の
日」条例が制定されたのかを考えた場合、容易な
ナショナリズム論で説明することはできない。

ただ、一方でこの時期、日本では韓流ブームが
到来していたことに加え、2005 年は日韓国交正常
化 40 年記念として「日韓友情年」となっていた。
こうした背景があり、政治的に利用されなかった
とも考えられる。しかし、それは竹島問題の激化
を抑止したい政治構造であり、そうであるならば、
なおさら、なぜ友好ムードの中、それと逆行する
かのように「竹島の日」条例が結果と制定された
のかなどの問いが生まれてくる。

以上のことを踏まえると、中央政治レベルや日
本社会全体といったスケールの国内要因を考察す
るだけでは、なぜ問題が顕在化したのかは必ずし
もうまく説明できないことが分かる。

こうした観点で領土問題を考察する際には、国
全体のナショナリズムだけではなく、領土問題に
一番身近である「地方」の役割にも注目しなれば
ならない。永井義人（2012）は「竹島の日」条例
制定過程までの県内の動向について事実関係を忠

実にまとめている。ただ、なぜこの時期に条例制
定が可能となったのかを政治構造やそのメカニズ
ムに言及した研究ではない。一方で、アレキサン
ダー・ブフ（2013）は、竹島問題の展開過程にお
いて、地方自治体や運動団体といった地方のアク
ターが重要な役割を果たしていると指摘して、「竹
島の日」条例が制定された背景に小泉改革による
自民党内部のガバナンスの崩壊があったと言及し
ている。しかし、この指摘についても小泉改革に
よる中央と地方の軋轢について言及しているだけ
であり、どのような地方のアクターの政策や運動
がどのように連動したのか、また、中央と地方の
政治的のみならず経済的影響も含めた網羅的な政
治過程は論じられていない。したがって、本稿で
は地方と中央の政治過程に加え、アクター間の相
互作用などの関係性を考察することで、先行研究
では明らかにされてこなかった領土問題が顕在化す
る際の詳細なメカニズムを検証することとしたい。

そこで、政治過程を分析するための説明枠組み
が必要となってくるため、まず、その説明枠組み
を設定したい。

本稿では、国内の政治過程に注目するにあたっ
て、特にアクター間の相互作用や配置の変化に着
目する。すなわち、アクター間の関係の変化が、
どのようなメカニズムで領土問題に関わる政策や
議題設定に影響を及ぼし、問題が顕在化するのか
を分析していくこととなる。

そして、アクター間の相互作用や配置を分析す
る際には、シドニー・タロー（2006）による「政
治的機会構造論」の議論が非常に参考になり、複
雑なアクター間の様相をクリアに考察することが
できる。

政治的機会構造論とは、アクターの政治的連携
や配置、つまり政治的構造に対して、連携や配置
外のアクターが議題を持ち込むことができる機会
や条件を説明するものと解釈する。タローは、政
治的機会構造を論じる上で重要になるのは、①ア
クター間の政治的連携の重要性、②エリート間の
分裂、③同盟者の存在などであるとした（タロー 
2006: 139）（5）。

本稿は、運動ではなく、政治的連携の変化といっ
た、むしろ政治的な構造の変化に議論の重点を置
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きたい。具体的には、政治的連携を形成していた
利益団体の動きに注視したい。なぜなら、利益団
体が形成していた政治的連携が弱まったがゆえに
運動は成功するからである。そして、この利益団
体の働きこそが、領土問題を国内の政治過程から
考察する上で、非常に重要になってくると考えら
れるためである。なお、注目するアクターは利益
団体に加えて、政党、運動団体とする（6）。

そして、最後に本稿の問いを立てておく。それ
は「なぜ 2005 年に『竹島の日』条例を制定するこ
とができたのか」とし、1 章、2 章で日韓漁業問
題から「竹島の日」条例制定までの歴史的経緯を
叙述した上で、3 章以降で領土問題の顕在化の分
析に移っていく。

1．日韓漁業問題

島根県の「竹島の日」条例制定までの政治過程
を概括的に見ていく。

戦後まもなく、島根県は韓国との漁業問題を抱
えていた。その後、問題は一定の落ち着きを見せ
ることもあったが、とりわけ 80 年代を前後して、
韓国の違法操業による漁業被害が激化していた（内
藤 1994: 216）。それは 1965 年に締結された日韓漁
業協定（旧協定）（7）が形骸化しつつある状態であっ
たため、違法操業によって被害を受ける島根県の
漁業関係者らの不満は募っていた。

こうした厳しい漁業環境を打開すべく、島根県
の漁業者は 80 年代に入り国際的潮流となりつつ
ある新たな海洋秩序に一縷の望みを懸けることと
なる。それが 200 海里の排他的経済水域（EEZ）
の設定であった。EEZ が日本で適用されると韓国
漁船の不法操業や資源の乱獲を食い止めることが
でき、日本海での漁業で巻き返しを図ることがで
きると漁業者たちは考えていた。

一方、国際社会では、1982 年の国連海洋法会
議で採択された国連海洋法条約が 1994 年 11 月
についに発効した。日本では、1996 年 2 月（8）、東
京の武道館で「日本の食糧と漁業・漁村を守る
二〇〇海里確立全国漁民決起大会」が開催され、
6000 人の漁業者が結集した（月森 2009: 261）。こ
うした漁業者からの働きかけもあり、1995 年 12

月の韓国の批准に続き（『朝日新聞』1996 年 2 月
9 日）、日本も 1996 年 6 月に国連海洋法条約を批
准したのであった（9）。

その後、日韓新漁業協定（新協定）に向けた政
府間の交渉が開始された（10）。交渉の中心の議論
は、暫定水域をめぐるものであった。竹島の領有
権と領土起点の問題もあり、境界線についての合
意が得られなかったため、相手国の漁船に対して
漁業に関する自国の関係法令を適用しない海域が
暫定水域である（11）。

交渉は紆余曲折を経たものの、1998 年 11 月に
日韓政府間で新協定の合意が確定し、12 月に国会
で協定が承認され、1999 年 1 月に発効した（12）。

一方で、島根県では、政府への働きかけとして、
注目すべき取り組みを行っていた。それは、漁業
問題と竹島問題を同時に取り組もうとする動きで
ある。漁業問題は漁業水域が争点になるが、その
際に竹島の帰属問題は不可避である。そのため、
島根県の漁業者は別々の問題ではなく、一つの問
題として扱おうとした。

例えば、1997 年 7 月、竹島返還をアピールす
べく、1993 年 6 月以来に「第 5 回竹島・北方領土
返還要求運動島根県民大会」が隠岐諸島の五箇村
で開催され、約 500 人が参加した（『山陰中央日報』
1997 年 7 月 7 日）。隠岐島漁連代表が「竹島問題
は国の威信にかかわる重大事であり、国に対し毅
然とした態度を要求する」と訴えた（『毎日新聞』
1997 年 7 月 9 日）。だが、結果的に国会議員など
の動きは鈍く、竹島問題は漁業問題と切り分けら
れたまま、90 年代には竹島問題が大きく展開す
ることはなかった。

2．「竹島の日」条例の制定まで

2000 年代に入ると、国内の政治的秩序が大き
く変わった。既存のシステムを批判することで世
論から爆発的支持を得た小泉純一郎首相の登場で
ある。小選挙区制度によって党の公認が、選挙戦
を勝ち抜くためには非常に重要となり、日本の派
閥政治の原理が一変した。

また、小泉は停滞する日本経済再生のため、「聖
域なき構造改革」を断行。小泉が目指した改革と
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は、公的サービスを削減する緊縮財政を実施し、
小さな政府を実現させるという新自由主義的な経
済政策だった。小泉改革とも呼ばれたこの構造改
革は、端的に言えば、大規模な規制緩和、公共事
業の民営化、地方税改革などを実施する三位一体
の改革で構成されていた。特に三位一体の改革は、
国から地方への補助金を大幅に削減するために行
われたもので、「小泉ショック」とも呼ばれるほ
ど衝撃的な政策であった。ここで重要なのは、補
助金の削減により、地方の漁業も大きな影響を受
けたことだった。具体的には、小泉政権まではで
きていた港施設の整備ができなくなったり、小泉
政権以前に存在した港湾族が減ったりするといっ
た影響が出たと隠岐の島の町議は述べていた（13）。
つまり、それは地方漁業に予算を引っ張ってくる
ことを約束し集票を目指す国会議員が減ったこと
を意味していた。

このような時期に竹島問題が徐々に注目を集め
ることとなる。まず、韓国が 2002 年に「独島」国
立公園計画を発表したことを受け、島根県では島
根県議の中で「竹島領土権確立島根県議会議員連
盟」が発足した（『山陰中央新報』2002 年 10 月 4
日）。県議の中でキーパーソンとなったのは上代
義郎県議（14）であった。「竹島領土権確立島根県議
会議員連盟」の事務局長を務めた上代は、韓国に
よる竹島の国立公園指定だけでなく、隠岐諸島の
漁業者から竹島問題の解決について多くの要望が
あったため、議員連盟の発足に向けて動き出すこ
とになったとしている（『産経新聞』2015 年 2 月
23 日）。

こうした中、2003 年 11 月には、「第 6 回竹島・
北方領土返還要求運動島根県民大会」が開催され
た。この大会は、竹島問題を北方領土問題と合同
で運動することによる国民世論の盛り上がりを目
指したもので 1997 年以降、中断していた（『山陰
中央新報』2003 年 10 月 23 日）。

大会は返還運動県民会議、島根県、隠岐島町村
会などで組織する実行委員会が主催し、隠岐諸島
の西郷町で開催され、過去最大の 2000 人が大会
に参加した（『山陰中央新報』2003 年 11 月 16 日）。
なお、この大会には、2004 年の夏に参議院選挙
を控えた自民党の青木幹雄をはじめとし、細田博

之、竹下亘などの当時の県選出国会議員（島根県 
2003: 10）、西日本 8 府県から漁業関係者や地元の
首長などが出席した（『山陰中央新報』2003 年 11
月 16 日）。県内外の漁業関係者が集まったことか
ら、後に「竹島の日」条例制定の根拠となるイベ
ントとなった。
「竹島領土権確立島根県議会議員連盟」の事務

局長を務めていた上代は、同大会を開催するため
の準備に力を尽くしていた。統一選挙、総裁選な
ど大きな節目のイベントがある中、「半年ほどの
時間を掛けて、あらゆる関係者に会い、参加者を
集めた」と振り返る（15）。また、大会後の島根県 12
月定例会で、以下のように報告した。

今大会が過去の大会と異なるのは、これまでは
昭和六十二年三月十一日結成された県漁連、町
村会など四十五団体からなる竹島北方領土返還
要求運動島根県民会議が主催して開かれていた
ものでありますが、今回は、領土問題の解決に
当たっては、全国的な国民運動の喚起を図るこ
とが肝要であるとの視点から県内外に広く呼び
かけ、主催も従来の県民会議主催から、新たに
島根県や竹島領土権確立島根県議会議員連盟な
ども参画する実行委員会形式により開催された
ものであります。この結果、大会には初めて外
務省及び水産庁代表が出席され、また沖縄北方
対策担当大臣のメッセージも寄せられるなど、
政府としての対応が緒についた感があり、あわ
せて本県選出国会議員五名全員の出席が実現し
ました。さらに、県外からは中四国各県を初め
京都府から福岡までの日本海沿岸各府県代表、
漁連代表の参加、また十五の府県議会からのメッ
セージも寄せられ、今後の国民運動展開へ向け
大きな支えをいただいたものと確信をいたしま
す。（16）

この質疑の中で上代は「北方領土の日があるよ
うに、竹島の日を定めることも国民運動展開の上
で有効な一石となるのではないでしょうか」とし、
国の「竹島の日」制定を提案した（17）。「竹島の日」
という言葉は初出だった。

上代の国の「竹島の日」制定要望の提案を受け、
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島根県議会は 2004 年 3 月に議員提出議案「竹島
の領土権確立に関する意見書」を全会一致で原案
通り可決（18）。韓国による接岸施設の設置や国立
公園指定の検討に加え、当時、韓国側の新たな動
きとして、郵便番号の付与、郵便ポストの設置、
竹島切手の発行、携帯電話網の増設といった領有
権の既成事実化を強化していることが明らかに
なっていた（19）。こうした動きに危機感を持ち、
国による韓国への厳重な抗議を要求する姿勢が
不可欠であると県議会では考え、意見書が提出
された。意見書の内容は以下の 3 項目で構成さ
れた。

一　北方領土と同様、竹島問題を所管する組織
を設置すること。
二　問題解決のためには国民世論の喚起が不可
欠であり、そのために「竹島の日」を制定する
こと。また学校教育においてこの問題を積極的
に取り上げられるとともに、国民的運動の展開
を図られること。
三　国際司法裁判所に提訴するとともに、国際
社会の理解を得て問題解決を図られること。（20）

その後、2004 年 5 月 29 日、島根県内で民間の
運動団体の「県土・竹島を守る会」（以下、「守る
会」）が県民の有志で設立された（21）。「守る会」は
竹島問題に関する陳情や会報の発行などの活動を
行い、2019 年の時点で、会社員・主婦・自営業
者など全国で約 1000 人を会員に抱えている団体
である（『山陰中央新報』2019 年 12 月 17 日）。

一方で、中国人の尖閣上陸事件（22）を受けて、自
民党、民主党の有志の国会議員は約 60 名で「領
土を守るため行動する議員連盟」（以下、「領土議
連」）を 2004 年 4 月 7 日に結成して、竹島を含む
領土の保全を掲げ、尖閣諸島の警備体制の強化を
政府に要求すると発表した（『朝日新聞』2004 年
4 月 8 日）。国会議員で構成される領土問題の議
員連盟は初めてだった。その後、「守る会」は超
党派の「領土議連」と共に連携し、竹島問題の世
論の喚起を訴えていくのであった。

そうした中、「守る会」は、9 月 11 日、「島根県
が独自に『竹島の日』を先駆けて制定すること（二

月二十二日）、さらに国に『竹島の日』制定を要
望し続けることを求める」、「国に『竹島対策本部』
設置を要望することを求める」、「問題解決のため
国が国際司法裁判所へ繰り返し提訴することを
求める」などとする要望書を県に提出した（梶谷 
2005: 47, 48）。それを受け、上代は国の対応が当
面期待できないとして、2004 年 9 月の県議会で「本
県独自で竹島の日を設け、領土権確立へ向けての
情報発信と、世論の喚起を図ってはと考えます」
と述べ、県独自の「竹島の日」条例に言及した上
で、澄田信義知事の所見を求めた（23）。澄田は以
下のように述べた。

昨年の竹島・北方領土返還要求運動島根県大会
の成功や本年 5 月の民間団体、県土・竹島を守
る会の発足など、県内における世論の盛り上が
りを実感しているところであります。
このような状況の中で、御質問の本県独自の竹
島の日の制定については、さらなる県民世論の
盛り上がりを図る上で有効な手段となるものと
考えます。ただ、領土問題解決のための国民世
論の喚起という観点からは、国において北方領
土の日と同様に竹島の日を制定され、全国規模
の広報啓発活動の展開を図られることが最も効
果的であると考えます。したがいまして、県と
しましては、まずは国において竹島の日の制定
に向けた取り組みが行われるよう、重点要望活
動などを通じて、より強力に働きかけてまいり
たいと考えております。（24）

この時点で、澄田は国による「竹島の日」制定
を強調した。だが、その後に「領土議連」との面
会などを通して、県独自の「竹島の日」制定に関
し、積極的な態度に転換を見せることとなる（25）。
そうして、10 月には、澄田と鳥取県の片山善博
知事がともに、細田官房長官を訪ね、竹島の領土
権を確立すべく、竹島問題の所管官庁の設置と

「竹島の日」の制定を要請した（『読売新聞』2004
年 10 月 26 日）。

そして、翌年の 2005 年 2 月 23 日の定例会の第
1 日目に、「（趣旨）第 1 条　県民、市町村及び県
が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指
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した運動を推進し、竹島問題についての国民世論
の啓発を図るため、竹島の日を定める。（竹島の
日）第 2 条　竹島の日は、2 月 22 日とする。（県
の責務）第 3 条　県は、竹島の日の趣旨にふさわ
しい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよ
う努めるものとする」、「竹島の日を定める条例」
が 35 人の議員から提出された（26）。提案理由につ
いては、2003 年 11 月の隠岐島で行われた「竹島・
北方領土返還要求運動島根県民大会」で県内外の
参加者 2000 人が領土権確立を訴えたことなどを
もって条例制定は県民の総意であるとした（27）。

一方、この時期、国から島根県へ大きな圧力が
あったとも言われている。町村信孝外務大臣から
知事、議長宛ての文書が届けられた（『朝日新聞』
2005 年 3 月 9 日、『産経新聞』2015 年 2 月 23 日）。
外務省が、竹島条例制定を目指す島根県と島根県
議会に対し、韓国側の反発状況を記載した文書を
ファックスした（『朝日新聞』2005 年 3 月 9 日）。
こうした背景には、2 月 23 日の提案後、韓国で
は政府や慶尚北道が激しく反発しており、「外交
通商相が在韓日本大使館に『本会議で可決されな
いよう、日本政府として働きかけをしてほしい』
と伝え」ていたこともあった（28）（『朝日新聞』2005
年 3 月 16 日）。

こうした中、3 月 16 日、議長と欠席者を除いて
県議 36 人中、33 人が賛成、民主党系 2 人が反対、
共産党 1 人が退席による棄権となり、「竹島の日」
の条例案が賛成多数で可決、成立したのであった

（『朝日新聞』2005 年 3 月 16 日）。

3．小泉改革がもたらした影響

以上が「竹島の日」条例制定までの政治的展開
である。この展開を見ると、様々な要因が組み合
わさり、条例が制定されたはずである。しかし、
その中でとりわけ重要な要素は国内の政治構造を
一変させた「小泉改革」であったと考える。した
がって、ここからは「竹島の日」条例への小泉改
革の影響を具体的に明らかにしていく。分析につ
いては、シドニー・タローが提唱した政治的機会
構造論の説明枠組みから示唆を得て、小泉改革が
もたらした影響を考えていきたい。

タローは、政治的機会構造という概念を提唱す
る中で、①アクター間の政治的連携の重要性、②
エリート間の分裂、③同盟者の存在の重要性を説
明している。本稿では、まず政治的連携を念頭に
置きつつ、主に利益団体、運動団体、政党の 3 つ
のアクターに注目する。具体的には、漁業関係者
の集団（利益団体）、竹島問題に問題意識を持つ
民間団体（運動団体）、自民党（政党）の 3 つで
ある。これらのアクターに注目する理由としては、
当然のことながら、この 3 つのアクターが国内の
政治過程において竹島問題に大きく関与してきた
からに他ならない。したがって、これらのアクター
が関連する政治的機会構造の変遷を述べることと
する。具体的には、小泉改革の事前・事後の政治
的機会構造を比較し、条例制定に至るまでのメカ
ニズムを検討する。

まず、小泉改革前の政治的機会構造を見ていく。
90 年代の政治的機会構造は国際的な海洋秩序

の変動の中で形成された。80 年代に国連海洋法
会議で採択された国連海洋法条約が 1994 年 11 月
に発効したのであった。日本は 1996 年 7 月に国
連海洋法条約に批准した。当時の島根県の漁業は、
1965 年に締結した日韓漁業協定（旧協定）が形
骸化していたため、韓国漁船の不法操業や乱獲に
苦しめられていた。そのため、島根県の漁業関係
者たちは、90 年代に国際的に海洋秩序が変わろ
うとしているのを契機に、日本での EEZ の全面
適用を継続して訴えていくことになる。その代表
例が 1996 年 2 月に開催し、6000 人の漁業者を集
めた「日本の食糧と漁業・漁村を守る二〇〇海里
確立全国漁民決起大会」である。

自民党としては、まず、国際的な基準に合わせ
て日本周辺の海洋秩序を創っていく必要があった。
その点では漁業関係者たちの意見と同様の方向性
を持っていた。しかし、前述したように日韓間の
海域で EEZ を適用した場合には、どうしても竹
島問題が浮上してくる。自民党は、漁業問題と竹
島問題がこれ以上に接近する事態を何としても回
避したかった。その方法として持ち上がったのが
竹島棚上げ案である。

だが、竹島を棚上げ、つまり竹島の EEZ を主張
しないことにした場合にも、両国の境界線を引か
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なければならなかった。そうして出てきた最終案
が、竹島近海を含めた暫定水域という日韓の共同
水域を作ることであった。

しかし、その暫定水域の範囲をめぐり、日韓間
交渉でまたしても問題が生じる。その結果、暫定
水域は日本の好漁場にも食い込む形で設置される
こととなった。それでは、その暫定水域によって
被害を受ける日本の漁業者の不満が溜まるため、
新協定締結前に新日韓漁業協定関連対策特別基金

（250 億円）が 1998 年度の第 3 次補正予算案として
盛り込まれたのであった（『朝日新聞』1998 年 12
月 11 日）。要するに、自民党は竹島問題と漁業問
題の接近を回避すべく、最終的には予算を投入した。

EEZ が適用された日本の沖合では、漁業者は韓
国漁船がいなくなることによって利益を回復させ
た。また、暫定水域で被害を受ける漁業者に対し
ては、自民党は予算を投入することによって不満
を抑えた。

以上の経緯から言えるのは、漁業関係者の集団
と自民党とが関係を強化したということである。
アクターを一般化するならば、利益団体と政党の
政治的連携の強化である。

代理人である政党（自民党）は、支持母体であ
る利益団体（漁業関係者）に対し、現状の利益を
上回ることが期待できる外交を行い、一定の成果
を残した。その上で、「族議員」がその外交によっ
て不利益を被る利益団体に対して、国の予算で損
失を補償しようと試みたのであった。一方、利益
団体（漁業関係者）としては、現状の利益を上回
ることが期待できる政策を行った代理人である政
党（自民党）に対して、評価したり、不満が解消
されたりするため、政党（自民党）を支持しない
理由がなくなる。つまり、利益団体（漁業関係者）
と政党（自民党）の強固な政治的連携が存在する
政治的機会構造が出来上がるのである。

このような政治的機会構造において、仮に運動
団体が特定の問題を議題に挙げようと運動を起こ
しても成果は出ないのである。実際に、1997 年
に竹島返還を訴えた「第 5 回竹島・北方領土返還
要求運動島根県民大会」は大きな成果とならず、
新協定締結の時期に、竹島問題と漁業問題は切り
分けられていることからも分かる。

しかし、その後、利益団体（漁業関係者）と政
党（自民党）との政治的連携を一変させる出来事
が起きた。それが小泉改革である。

小泉は就任後から「聖域なき構造改革」を掲げ、
その一環として地方税改革に乗り出した。表向き
では地方の自立を促すための改革であるとしなが
ら、実態は地方への補助金を大幅に削減するもの
であった。

小泉改革後で最も重要な事実は、地方への補助
金の大幅削減によって、湾岸施設の整備などが困
難になったとともに、港湾族と呼ばれた地方の漁
業へ予算を引っ張ってくる自民党議員も減少した
ことである（29）。地方の漁業者が今までのように、
湾岸施設の整備の予算を要請しても、小泉改革以
降は拒否されることが非常に多くなったのであ
る（30）。つまり、最もミクロな部分にまで届いてい
た補助金の打ち止めは、自民党と漁業関係者との
生命線である繋がりを弱めてしまった。

その結果として、2003 年 11 月に「第 6 回竹島・
北方領土返還要求運動島根県民大会」が開催され、
多くの漁業団体が大会に集結し、運動として成果
を挙げることとなる。また、大会後も、その他の
運動団体や議員連盟などが行った竹島問題を盛り
上げるための働きかけが次々と効果を挙げること
となって、「竹島の日」条例制定にまで至るので
ある。

このストーリーを一般化させていくと以下の通
りである。代理人である政党（自民党）が、利益
団体（漁業関係者）にとって現状を大幅に悪化さ
せる政策をとるという選択は、両者の政治的連携
を弱体化させることを意味している。まず、財政
改革（小泉改革）による予算配分の変更で、労働
環境の水準が下がることへの不満が生じることと
なる。またそれと同時に、「族議員」の減少によっ
て、以前と比較し、利益表出ができにくくなるの
である。

こうした利益団体（漁業関係者）と政党（自民
党）との政治的連携の弱体化は、利益団体（漁業
関係者）の政治行動が変わることを意味している。
それに加えて、そうした政治的機会構造下におい
ては、運動団体が力を発揮することができるので
ある。
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つまり、財政改革（小泉改革）以前の政治的機
会構造と比べて、財政改革（小泉改革）以後は全
く異なる政治的機会構造が出来上がっていたので
ある。その結果として、運動団体と利益団体（漁
業関係者）の連携が実現し、政治情勢は運動団体
が持っていた問題意識が議題化する方向へ向かう
のであった。

4．自民党における中央と地方の関係性

ここまでは、新しく出来上がった政治的機会構
造が、以前と比べてどういうものであったのかを
述べてきた。

しかしながら、歴史的事実を踏まえると、上で
示した政治的機会構造は、実際のアクター間の配
置と必ずしも重ならない点がある。つまり、抽象
化することにより、史実とのズレが生まれてし
まっているのである。実際、アクター間の配置と
して利益団体（漁業関係者）対政党（自民党）と
は厳密には言えないのである。そのため、ここで
は、歴史的経緯に即した形で、より精緻化させた
政治的機会構造を説明したい。

厳密には利益団体（漁業関係者）対政党（自民党）
の構図ではない、ということはどういうことなのか。
歴史的経緯に基づくと、島根県の自民党と漁業関
係者は必ずしも関係が弱体化したわけではなかっ
たからである。つまり、当時の状況において、自
民党内は中央と地方で決して一枚岩ではなかった。

実際に、島根県の自民党は、積極的に竹島問題
を取り上げようとしてきた。具体的には、2003 年
11 月の「第 6 回竹島・北方領土返還要求運動島
根県民大会」でも、島根県議で結成された「竹島
領土権確立島根県議会議員連盟」でも、自民党の
県議を中心に、国への要望活動を行うなど竹島問
題を盛り上げてきた側面が大いにある。

では、なぜ自民党は中央と島根県で一枚岩では
なかったのか。答えは小泉改革によって一枚岩で
はなくなったのである。小泉改革は再三述べてき
たように、地方への補助金を大幅に削減するもの
であった。そのため、実際に補助金が削減された
漁業関係者などといった利益団体や労働者のみな
らず、小泉改革によって不利益を被る有権者の代

表である島根県議会議員も、小泉改革によって不
利益を被るのである。

その様子が如実に表れたのが、2003 年 9 月の
総裁選である。それは小泉の自民党総裁の再任を
問うもので、実質上、地方自治体にとっては小泉
改革の是非を問われたに等しかった。当然のこと
ながら、小泉改革によって苦難を強いられている
島根県の有権者の代表的な立場である自民党の島
根県議にとって、改革を断行する小泉を自民党総
裁として再任させるべきかというジレンマがあっ
た。実際に島根県の地方票は 6 票あり、そのうち
の 3 票だけが小泉に入るのではないかという予想
もあった（『朝日新聞』2003 年 9 月 14 日）。

しかし、参議院議員の青木幹雄が苦渋の決断が
迫られる県議に対して「地方の切り捨ては許さな
い」と小泉に申し出たと述べて説得したことで、
藤井孝男の支持を表明した竹下亘を除き、小泉支
持一本化が決定された（『朝日新聞』2003 年 9 月
11 日、12 日）。

その後、島根県では県連の持つ 6 票中 5 票が小
泉に投じられ（『朝日新聞』2003 年 9 月 21 日）、
小泉を支持し再選させる役割を果たした。しかし
ながら、小泉が再選した後に、「総裁選を通じて、
今の内閣に方向転換を求める党員の声はあった」
と県連幹事長が述べるなど（『朝日新聞』2003 年
9 月 21 日）、政策において歩調に微妙なずれがあっ
たため、県の自民党は中央の自民党に対し、不安
感や反感は残っていたのであった。

つまり、この事象をタローの説明枠組みで説明
すると、指摘されるべきはエリートの分裂である。
地方政党（31）（島根県の自民党）は財政改革（小泉
改革）によって不利益を被る有権者の代表である。
その有権者の立場を代表するならば、地方政党（島
根県の自民党）は、地方を苦しめる政策を進める
党代表を、党代表として選ぶ必要はないのである。
逆に党代表として選んだが故に、有権者から反感
を買い、自らが次の選挙で当選できなくなるリス
クすらある。そのため、地方を圧迫する政策を取
る中央政党（中央の自民党）と、それに反発する
地方政党（島根県の自民党）との間で軋轢（32）が
生まれるのであった。

また、この事象はタローの説明枠組みで言うと



72	 現代韓国朝鮮研究 第 23号（2023.11）

ころの、同盟者の存在をも意味している。つまり、
エリートの分裂、ここで言う中央政党（中央の自
民党）と地方政党（島根県の自民党）の軋轢は運
動にとっての同盟者の出現にもなった。なぜなら
ば、地方政党（島根県の自民党）は、有権者にとっ
て代理人としての役目を果たさなければならなく
なっていたからである。というのも、地方政党（島
根県の自民党）は、地方を圧迫する党代表に票を
投じており、再選に導いてしまっていた。それは
つまり、形の上では財政改革（小泉改革）を支持
した格好になってしまったのであった。そのため、
当面は財政改革（小泉改革）が続き、有権者たち
が苦難を強いられることとなる。したがって、有
権者に対し、地方政党（島根県の自民党）は代理
人として何らかの成果を挙げなければならない状
況になっていた。つまり、そこで運動に対して、
地方政党（島根県の自民党）は同盟者となるイン
センティブが発生していたのであった。

最後に、これまでに述べてきたことも整理して
考えてみよう。つまり、財政改革（小泉改革）後
の政治的機会構造は利益団体（漁業関係者）と政
党（自民党）の政治的連携の弱体化に加えて、政
党（自民党）内部の軋轢を起こしており、つまり、
中央政党（中央の自民党）と地方政党（島根県の
自民党）の内部の連携も弱めていたのであった。
またそれは同時に、地方政党（島根県の自民党）
が運動にとっての同盟者になった。財政改革（小
泉改革）後の政治的機会構造は、政治的連携の弱
体化、エリートの分裂、同盟者の出現が同時に起
こっている状態であったのだ。つまり、財政改革

（小泉改革）後は、以前と比べ政治的機会構造が
変化し、運動が効果を挙げられる環境になった。

5．トリガーイベント

ここまでは、政治的機会構造論の説明枠組みに
依ることで、「竹島の日」条例制定に至るまでの
メカニズムを辿ろうとしてきた。

しかし、ここで重要なのは、運動が効果を挙げ
られる政治的機会構造の出現により、直ちに運動
が成果を挙げることを意味しないことである。な
ぜならば、そうした政治的機会構造が出現しても、

それを利用されるかどうかは別問題だからである。
言い換えるなら、政治的アクションがなければ、
構造そのものの変化が新たな政治状況を生み出す
わけではない、ということになる。

また、利益団体（漁業関係者）は、政党（自民
党）との政治的連携が、以前と比較して弱体化し
たことを必ずしも認識しているとは限らない。な
ぜならば、当事者たちは、いつも過去と比較し、
自分たちの立場を客観的に把握しているはずがな
いからである。つまり、以上のことを踏まえると、
政治的機会構造の出現そのものが、運動として形
に表れるわけではないということである。

そうした理由から、政治的機会構造の重要性を
前提として、本ケースのストーリーを完結させる
ためにもう一段階、議論を深めてみたい。

ニール・スメルサーの示唆を本稿の議論に取り
入れるならば、何らかの不満や緊張状態が生じ、
アクター間の政治的連携が弱まった政治的機会構
造があったとしても、その不満や緊張状態を示す
何らかのイベントが現れなければならないという
ことである（Smelser 1962: 16, 17）。つまり、アク
ターが構造の変化に気付き、運動が効果を挙げて
いくには「トリガーイベント」が必要なのである。

そうした「トリガーイベント」は、「竹島の日」
条例制定過程でも存在した。それは、2003 年 11
月に開催された「第 6 回竹島・北方領土返還要求
運動島根県民大会」であった。

県外から中四国各県、京都、福岡までの日本海
沿岸各府県代表、漁連代表が参列するなどしてお
り、イベントは大盛況であった。後に、このイベ
ントは、領土権確立を訴える「県民の総意」とし
て位置付けられた。つまり、「竹島の日」条例制
定の理由として、最も重要なイベントとして扱わ
れたのであった。
「第 6 回竹島・北方領土返還要求運動島根県民

大会」の開催の背景には、運動と連携した島根県
の自民党の動きがあった。

県の自民党で、「竹島領土権確立島根県議会議
員連盟」の事務局長を務めていた上代がきわめて
重要な役割を果たした。上代は漁業関係者に「逸
失利益」という概念を説明し、県外から漁業関係
者を集結させた（33）。この文脈での逸失利益とは、
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竹島近海での操業が可能であれば得られるにもか
かわらず、韓国側からの締め出しによって損失し
た利益のことを指している。要するに、「竹島は
日本領であるため、少なくとも『逸失利益』は国
に要請できるべきである」と主張し、県外の漁業
者に声を掛けたのであった。

小泉改革によって苦境に追い込まれている漁業
関係者は、竹島に関連する運動と連携していくイ
ンセンティブがあったため、こうした呼びかけに
応えることとなったのである。その結果、「第 6
回竹島・北方領土返還要求運動島根県民大会」に
島根県のみならず、県外から多くの漁業関係者が
集まったのであった。

こうして、イベントが開催されたことによって、
トリガーが引かれ、ついに「竹島運動」に火が付
いたのであった。そして、このイベント後、既に
述べてきたように、島根県民による運動団体や、
国会議員による領土問題に関する議員連盟などが
行った竹島問題を盛り上げるようとする働きかけ
が、次々と成功することとなったのである。

最後に、これまでに述べた一連の出来事を一般
化させて考えてみよう。

地方政党（島根県の自民党）は有権者に不利に
なるような政策を実行する党の代表を再選させる
のに貢献した。そのため、地方政党（島根県の自
民党）にとって、代理人として有権者に利益が出
るような政策を実行させたい思いがあった。

そうした中で、長年停滞し続けていた領土問題
を積極的に取り扱うという、利益団体（漁業関係
者）などを含めた有権者に利益が出ると考えられ
る政策が進められていく。その点において、地方
政党（島根県の自民党）は運動と方向性が一致し
合流することとなる。

さらに、運動と地方政党（島根県の政党）は、
利益団体（漁業関係者）へも領土問題を取り上げ
る意義を説明し、運動や政策を一緒に推進してい
くインセンティブを与えたのであった。つまり、
問題意識がアクター間で共有され、それを表す
出来事として、トリガーイベントが生まれたので
あった。

こうして、トリガーイベントの発生と同時に、
運動が効果を発揮することとなったのである。中

央政党（中央の自民党）に、地方政党（島根県の
自民党）、利益団体（漁業関係者）、運動が対する
という構図が出来上がったのであった。

本章では、トリガーイベントの存在が領土問題
の盛り上がりにおいて大きな役割を果たしたこと
を説明したが、そのことは領土問題の盛り上がり
において最も重要な要因であったことを意味して
いるわけではない。なぜならば、政治的機会構造
が変化して初めてトリガーイベントが効果を発揮
し、ストーリーが展開していくからである。つま
り、政治的機会構造の変化が、領土問題の盛り上
がりの必要条件であることは変わりがないのであ
る。少なくとも、本ケースにおいては、トリガー
イベントはあくまでも最後の仕上げであり、トリ
ガーイベントの意義は政治的機会構造の変化なく
しては見出せないのであった。

ともあれ、こうして走り出した運動は、その後
も活動を重ねていき、運動自身が持っていた問題
意識を議題化させることに成功する。つまり、本
ケースでは「竹島の日」条例の制定である。そし
て、韓国側では盧武鉉大統領が談話の中で「外交
戦争」という言葉を使うなど（노무현사료관 2005）、
一地方自治体で制定された「竹島の日」条例は日
韓関係に影響を及ぼすことになった。

おわりに

本稿は「竹島の日」条例制定の過程について、
政治的機会構造論から示唆を得て分析し、どのよ
うなメカニズムで竹島問題が日本国内で顕在化し
たのかを解明した。分析結果は以下のことであった。

小泉改革以前、漁業関係者と自民党の政治的連
携は強固であった。実際に、新日韓漁業協定の締
結過程において、竹島問題の議題化を回避したい
自民党の意思が通り、竹島問題と漁業問題は切り
分けられた。その背景には、漁業協定による被害
を最小限にするべく基金を設置し、国家の予算を
配分したことがあった。一般化して考えてみると、
財政改革（小泉改革）以前、利益団体（漁業関係
者）と政党（自民党）とは強固な政治的連携を持っ
ていたと言えた。つまり、何らかの問題意識を持
つ運動が、その問題を顕在化させることができる
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政治的機会構造ではなかったのである。
しかしながら、小泉改革後による地方への補助

金削減で、漁業関係者と自民党の政治的連携が弱
体化した。その背景に、補助金の削減で、湾岸施
設の整備などが困難になったこと、港湾族と呼ば
れた地方の漁業へ予算を引っ張ってくる自民党議
員が減少したことがあった。その結果、漁業関係
者は予算配分を求めるため、竹島問題の啓発活動
を行う運動と合流する。つまり、竹島問題と漁業
問題の合流であった。これも一般化すると、財政
改革（小泉改革）によって、政治的機会構造は急
激に変化したと言える。予算配分の変化で、地方
に予算を持ってくる議員が減少した。それにより、
利益団体（漁業関係者）の労働環境が悪化した。
それと同時に、上のような議員の減少は、利益団
体（漁業関係者）にとって、財政改革（小泉改革）
に対する不満を表出する機会も失わせた。した
がって、このような状況は政治的連携の弱体化で
あり、運動にとっては問題意識を反映させやすい
政治的機会構造が出来上がったことを意味する。

また、歴史的経緯に即して考えてみると、政治
的連携のみならず、財政改革（小泉改革）以前に
は全く起こっていなかった事態も同時に発生する。
自民党の地方と中央で軋轢が生じていた。言い換
えれば、中央政党（中央の自民党）が地方政党（島
根県の自民党）と対し、そして地方政党（島根県
の自民党）が利益団体（漁業関係者）、運動と与
する構図となった。これはエリートの分裂や同盟
者の存在といった面での政治的機会構造の変化で
あった。

以上のような政治的機会構造が整った上で、こ
のようなアクター間の配置の変化をアクターが
認識するトリガーイベントが起こった。実際に、
2003 年 11 月の「第 6 回竹島・北方領土返還要求
運動島根県民大会」というトリガーイベントに
なって現れ、竹島問題と漁業問題の合流したので
あった。これを機に、県政は「竹島の日」条例制
定に向けて展開し、最終的には、2005 年 3 月に

「竹島の日」条例制定に至る。つまり、運動側の
問題意識が議題化され、竹島問題が顕在化したの
であった。

このように、本稿は竹島問題が国内政治過程で

顕在化したメカニズムを実証した。さて、本稿冒
頭では分析を進めるための具体的な問い、「なぜ
2005 年に『竹島の日』条例を制定することができ
たのか」を提示した。それは、なぜ特定の時期に、
特定の領土問題が顕在化したのかという問いであ
る。これに対して分析の結果から言えることは、

「①小泉改革が漁業関係者と自民党の政治的連携
を弱体化させ、竹島問題を顕在化させやすい政治
構造を作り上げ、②その上で、政治構造の変化を
認識するトリガーイベントが発生したから」とい
う二段構えの答えを提示する。また、分析結果を
より一般化させて言うならば、以下の通りになる。
財政改革や予算配分の変化は、現状の利益を失う
アクターと、領土問題を顕在化させたいアクター
とを結びつけ、顕在化しやすい政治構造（アク
ター間の配置）を作る。そして、そうした政治構
造を認識するイベントや政治的リーダーの出現が
トリガーとなり、領土問題が顕在化する、という
メカニズムである。

では、この分析結果がどのような示唆を与えて
くれるのか。ある外交問題が国内で顕在化する時
には、運動団体の活動だけではなく、問題の周辺
に実際に存在する、または見出される「利益」が
影響すると考えられる。つまり、普段は問題に関
与しない利益団体が外交問題を取り上げることに
よって得られる何らかの利益を見出した場合、運
動団体に接近し合流することになる。この両者の
合流によって、その問題に関与するアクターが増
え、その結果、国内で問題が顕在化する。したがっ
て、ナショナリズムの観点のみならず、政治過程
における利益が存在する中で、利益団体と運動団
体の関係性を見ることも問題が顕在化するかどう
かを観察する際に重要なポイントになり得ると考
えられる（34）。
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（29）前田芳樹隠岐の島町議への聞き取り（2016 年 10
月 30 日 於 久見竹島歴史館）。
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